
 

 

  

 

 

 

 

金杉台中学校の御滝中学校との統合に向け、「船橋市立金杉台中学校・御滝中学校統合準備

会」を設置し、準備を開始しています。令和２年度の取組状況をまとめ、3 回目の統合準備会を

行いました。 
 

 

今回の会議は報告事項のみでしたので、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大防止のため、事務局から送付した会議

の資料を各自ご確認いただき、質問や意見等を提出する書面

会議としました。初めての試みとなりましたが、全員が参加し、

内容を確認しました。 

 

 

 

 

  

船橋市立金杉台中学校・御滝中学校 

統合準備会たより 
第４号 令和３年３月発行 

 
船橋市立金杉台中学校・御滝中学校 

統合準備会事務局（教育総務課） 

第３回統合準備会を書面開催しました 

 
 
 
 
 
 
 

①保護者説明会と令和３年度の中学校入学についての状況 
昨年１０月の金杉台中学校の入学に関する保護者説明会の開催結果を報告しました。

また、１月に指定校変更申請を受付したところ、２月１日現在、令和３年度の金杉台中学校

の入学者がいない見込みであることを報告しました。 
 

②その他の検討状況について 
金杉台中学校の入学見込みから現時点では、令和３年度の両校の生徒の交流事業や

部活動の合同実施の計画予定はありませんが、今後の入学状況に応じて計画します。 

また、金杉台中学校から教育委員会へ統合に向けた課題等が提出され、教育委員会で

対応を確認するなど、学校と教育委員会で、統合に向けた準備や統合までの間の対応に

取り組んでいることを報告しました。 

令和３年度も引き続き準備等を進めてまいります。 
 

③令和３年度の検討事項について 
令和４年度の金杉台中学校への入学見込みを把握しその状況に応じて、統合準備会で諸

課題の検討・調整に対応していくこととしました。令和３年度の新６年生を対象に、７月までに

進学先についてのアンケートを実施する予定です。 
 

 第３回統合準備会の報告事項 

資料確認   

２月１２日（金）～

３月１日（月） 

質問・意見等 

    

いただいた質問等や回答の共有 

 ⇒裏面もご覧ください 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎次回の統合準備会は夏頃を予定しています。 

今後も統合準備会の開催に合わせて、 

この「統合準備会たより」を発行してまいります。 

◎これまでの経過、統合準備会たよりのバックナンバーは 

市ホームページにまとめています。あわせてご覧ください。 

「金杉台中学校に関する学校規模・学校配置の適正化の検討状況」⇒⇒⇒ 

https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/keikaku/002/p065270.html 

 ＜統合準備会事務局＞船橋市教育委員会 管理部教育総務課 企画係 

電話：047-436-2802 ※土日祝日を除く９時から１７時まで 

 FAX：047-436-2808、メール：kyosomu@city.funabashi.lg.jp 

 

 
 

統合準備会では、統合までの間に金杉台中学校に入学する皆様が、令和５年の統合時に御

滝中学校へ移る際、学校生活をスムーズに迎えられるよう、諸課題を調整・対応しています。 

令和３年度の新６年生の皆様は、令和４年度に中学校へ入学し、中学２年生進級時に統合を

迎えることとなります。このことに伴う配慮として、「統合までの間の入学等対応策」をまとめて

います。進学先をお考えいただく際の参考にしてください。 

なお、統合の時期は令和５年４月から変更はございません。 
 

「統合までの間の入学等対応策」はこちら⇒ 
 

対象となる皆様には、７月までにご案内（統合までの間の入学等対応策や令和４年度中学校

入学までの今後の流れなど）と、進学先に関するアンケートを学校経由で配付予定です。 

 【お知らせ】令和４年度に中学校入学を迎える皆様へ 

意見・質問等  金杉台中学校、御滝中学校から意見・質問等がありました。 

・跡地の活用について早目に検討し、具体的な案を学校に示してください。 

→財産を所管する市長部局が中心となり、具体的な案をまとめていくことになります。

案がまとまりましたら、お示しします。 
 

・統合後、草刈などの環境整備を業者等に依頼するのであれば予算の確保をお願いします。 

→学校跡地の管理に必要な予算を要求する予定です。 
 

・令和３年度と４年度に金杉台中学校へ入学する人数によって、両校間で令和５年度の統

合に向けた調整内容は変わりますか。 

→統合により金杉台中学校から御滝中学校へ移ることとなる生徒への対応として両校

の調整が必要です。 

これとは別に、入学する人数に関わらず、統合時に金杉台中学校から御滝中学校に

引き継ぐ文書や移す備品などの調整は必要となります。 
 

※統合や中学校入学について、不明な点は下記事務局までお問い合わせください。 

 令和３年度の新６年生 


